
＜定例会の主な議題及び要旨＞  令和７月９月１１日（木） 

【報告事項】 

１ 令和７年福岡県殉職警察職員慰霊祭の実施について 

                                     （警務部） 

  警察本部から「明治９年以降の本県殉職警察職員１６２柱の御冥福をお祈りするため、１１

月７日、警察学校において、令和７年福岡県殉職警察職員慰霊祭を執り行う。」旨の報告があ

った。 

 

２ 詐欺及び不正アクセス事件の捜査終結について 

         （生活安全部） 

  警察本部から「春日警察署ほか８警察署及びサイバー犯罪対策課並びに佐賀県警察ほか４県

警察は、電子決済サービスに不正アクセスするなどして決済用バーコードを取得し、同サービ

スの利用権者になりすまして、家電量販店等で家庭用ゲーム機等を不正購入したとして、 

 本年３月以降、中国国籍の無職の男性ほか６人を順次逮捕した。」旨の報告があった。 

  公安委員から「逮捕した７人は全員、中国国籍なのか。また、犯罪収益の送金先は特定でき

ているのか。」旨の発言があり、警察本部から「全員が中国国籍である。送金先の特定に関し

ては捜査を継続している。」旨の説明があった。 

  公安委員から「実行役は、いわゆる闇バイトでやっていたのか。」旨の発言があり、警察本

部から「指示役と実行役の関係性については判然としていない。」旨の説明があった。 

 

３ 詐欺事件被疑者の逮捕について 

（刑事部） 

  警察本部から「早良警察署及び捜査第二課は、架空の投資案件への出資金名目に現金をだま

し取ろうと考え、平成３０年１０月、被害者に対して「建物の土台に水晶を埋め込んで風水調

整して、付加価値を付けて売却するという投資案件の枠が空いた。配当金が受け取れる上、元

金が返ってくる。」などとうそを言い、被疑者が管理する口座に現金１，０００万円を振込入

金させ、だまし取ったとして、９月４日、住居不定、無職の女性を逮捕した。」旨の報告があ

った。 

  公安委員から「本件は単独犯なのか。」旨の発言があり、警察本部から「単独犯とみて捜査

をしている。」旨の説明があった。 

 

 



４ 強盗傷人事件被疑者の逮捕について 

（暴力団対策部） 

  警察本部から「久留米警察署及び暴力団犯罪捜査課は、金品を強奪する目的で、被害者を久

留米市内の山中に誘い出して暴行を加え、車両のトランクに監禁して佐賀県内まで移動し、さ

らに同所で暴行脅迫を加える等して、被害者所有の腕時計や現金を強奪し、その際、治療約２

か月を要する重傷害を負わせたとして、９月３日及び４日、福岡県久留米市居住の道仁会傘下

組織幹部の男性ほか５人をそれぞれ逮捕した。」旨の報告があった。 

  公安委員から「被疑者と被害者に関係性はあるのか。」旨の発言があり、警察本部から「何

らかの関係があったものとみて捜査している。」旨の説明があった。 

 

５ 特殊詐欺事件被疑者の逮捕について 

（暴力団対策部） 

  警察本部から「組織犯罪捜査課及び南警察署ほか５所属は、警察官になりすましてキャッシ

ュカードを窃取しようと考え、令和５年４月１８日、埼玉県蕨市所在の被害者方に電話をかけ、

同人に対し、「キャッシュカードが悪用されている事件が多発している。」「警察官を向かわ

せる。」などと告げ、同日、警察官になりすました氏名不詳者が被害者方を訪れ、キャッシュ

カードを窃取したとして、９月１０日、住居・職業不詳の男性ほか５人をフィリピン共和国か

ら移送して逮捕した。」旨の報告があった。 

  公安委員から「被害の場所は埼玉県であるが、なぜ福岡県警が捜査しているのか。」旨の発

言があり、警察本部から「令和４年に福岡県警で逮捕した特殊詐欺事件被疑者の関連事件とし

て本件が浮上したことによる。」旨の説明があった。 

 

６ 秋の交通安全県民運動の実施に伴う警察活動の強化について 

（交通部） 

  交通部長から「９月２１日から３０日までの１０日間、秋の交通安全県民運動を機に県民一  

 人一人が、交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践することで交通事故の防止が図れるよ

う警察活動を強化する。飲酒運転の撲滅など、運動の重点４点を設定し、指導取締りを始めと

する街頭活動を強化するとともに、交通安全教育や各種キャンペーンを推進する。」旨の報告

があった。 

 

 



７ 整骨院グループ等による自動車保険金詐欺事件被疑者の逮捕について 

（交通部） 

  警察本部から「東警察署ほか４警察署及び交通機動隊ほか１所属並びに熊本県警察ほか１県

警察は、令和５年１０月１日から１１月３０日までの間、交通事故で負傷した患者の施術に関

し、実際には整骨院において施術した事実がないにもかかわらず、通院して施術を受けたかの

ように通院日数を水増しした内容虚偽の施術証明書を作成、行政書士法人を介して損害保険会

社に提出し、被害法人から保険金約４０万円をだまし取ったとして、９月１０日、福岡市早良

区居住の会社役員の男性ほか１人を逮捕した。」旨の報告があった。 

  公安委員から「行政書士法人は共犯関係にあるのか。」旨の発言があり、警察本部から「現

在、捜査中である。」旨の説明があった。 

 

８ 秋篠宮皇嗣同妃両殿下のお成りに伴う警衛の実施について 

（警備部） 

  警察本部から「９月１６日、福岡市民ホールにおいて開催される「第３５回福岡アジア文化 

 賞授賞式」に御臨席される秋篠宮皇嗣同妃両殿下のお成りに伴う警衛を実施する。警察本部に

本部長を長とする「県警衛実施本部」及び関係警察署に署長を長とする「警察署警衛実施本部」 

 を設置し、所要の体制で警衛を実施する。」旨の報告があった。 


